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特別養護老人ホーム みかんの樹 

重要事項説明書 
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１．施設経営法人 

（１）法 人 名     社会福祉法人明世会  

（２）法人所在地     愛知県豊川市三蔵子町北浦 4番地 

（３）電話番号     Tel 0533－80－2006  Fax 0533－80－2008 

（４）代表者氏名     理事長  大石 明宣 

（５）設立年月       平成 17年 9月 5日 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類    地域密着型介護老人福祉施設・平成 26年 4月 22 日指定 

 （豊川市 2392600140 号） 

（２）施設の目的    

社会福祉法人明世会が運営する地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホームみ

かんの樹（以下「施設」という。）は、地域密着型介護福祉施設サービス計画に基づき、

可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、

相談及び援助、社会上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及

び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるようにすることを目指し、当施設における運営及び利用について必要

な事項を定め、施設の適正な運営を図ることを目的とする。 

（３）施設の名称           地域密着型特別養護老人ホーム みかんの樹 

（４）施設の所在地         豊川市森４丁目８６番地１ 

（５）電話番号             Tel 0533－56－9333  Fax 0533－87－3911 

（６）代表者氏名          理事長  大石 明宣                  

（７）当施設の運営方針 

① 施設職員は入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型介護福祉施設サー

ビス計画に基づき、その居宅における生活への自立を念頭に置く。そして、入居前の

居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニッ

トにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援す

る。また、入居者の生活機能のプラス面を活かした「自立した生活」ができるよう、

入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生

活の上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を常に入居者の立場に立って行

う。入居者その方にふさわしい個性的で、個別的な生活づくり、一人一人の老化と障

害に見合った環境を作りに関わる。当施設では地域密着型特別養護老人ホームの生活

を豊かにするために、“寝たきり”状態から離脱できる働きかけ、入居者の生活意欲

とその人らしさを大切にした取り組みに重点を置く。 

② 明るく清潔で楽しい家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運

営を行い、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サー

ビス事業者、他の介護保険施その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者と連携をはかり、総合的なサービスの提供に努める。 
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③ 入居者の心身の状況やその置かれている環境に照らし、居宅において日常生活を営

むことができると認められる場合には、入居者及びその家族の希望、退所後に置かれ

ることとなる環境などを勘案し、入居者の円滑な退所のために必要な援助を行う。 

（８）開設年月      平成 26年 4月 23日 

（９）入居定員       29人 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は 3 ユニット 29 部屋で

全室個室です。 

居室・設備の種類 室数、ｹ所 備   考 

個室 29室 １ユニット 10室（2Ｆ）・9室（3Ｆ）（全室個室） 

共同生活室 6室 １ユニットに 2室 

洗面設備 32ヶ所 各居室に 1 ｹ所と１ユニットに各１ｹ所 

便所 9ヶ所 １ユニットに 3 ｹ所 

浴室（個浴・特殊浴） 3室 個浴各階に 1 ヶ所、寝台浴は２階に１ヶ所（ｼｮｰﾄと兼用） 

医務室 １室 1階に設置 

理容美容室 1室 1階に設置 

調理室 １ヶ所 1階に設置 

洗濯室・乾燥機室 １ヶ所 2階に設置 

汚物処理室 2室 各階に 1室 

介護材料室 3室 1ユニットに１室 

※ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定地域密着型介護老人福祉施設に必置が義

務づけられている施設・設備です。 

居室の変更：入居者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施 

設でその可否を決定します。また、入居者の心身の状況により居室を変更する場合がありま 

す。その際には､入居者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

（２）利用に当たって別途利用料金をご負担いただく施設・設備 

個室料金（居住費）  サービス利用料金 参照 

※ 上記は、介護保険の給付対象とならないため、ご利用の際は、入居者に別途利用料金を 

ご負担いただきます。 

また、居住費・食費の負担軽減を図る制度がございます。詳しくは、各市役所へお問い 

合わせください。 
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４．職員の配置状況 

当施設では、入居者に対して指定地域密着型介護福祉施設サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。（特養 29名、ショート 10名の計 39名での配置です。） 

<主な職員の配置状況>  ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤換算 備 考 

１．施設長（管理者） 1名 常勤兼務 

２．介護職員（非常勤職員含む） 
23.6名 

常勤兼務 21 名 

非常勤兼務 4 名 

３．生活相談員 1名 常勤兼務 1名 

４．看護職員 
2.2名 

常勤専従 1名、常勤兼務 1名 

非常勤兼務 2 名 

５．機能訓練指導員 0.01名 非常勤兼務1名 看護職員と兼

務 

６．介護支援専門員 1名 常勤兼務 1名 

７．医師（嘱託） 
0.07名 

非常勤兼務（内科医 8名 精神

科医 1名） 

８．管理栄養士 0.6名 常勤兼務 1名 

非常勤兼務 1 名 

令和 7年 6月 1日現在 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常

勤職員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

（例）週 8時間勤務の介護職員が 5名いる場合、常勤換算では、1名（8

時間×5名÷40時間＝1名）となります。 

 

<職員の勤務体制> 

職種 勤務体制 

１．施設長（管理者） 正規の勤務時間 （8：30～17：30） 

２．介護職員 正規の勤務時間 （8：30～17：30） 

早出の勤務時間 （6：00～15：00） 

遅出の勤務時間 （11：30～20：30） 

夜勤の勤務時間 （16：00～翌日 9：00） 

＊介護士は 24時間体制をとっています。 

３．生活相談員 正規の勤務時間 （8：30～17：30） 

４．看護職員 正規の勤務時間 （8：30～17：30） 

＊看護師は 24時間連絡体制をとっています。 

５．機能訓練指導員 正規の勤務時間 （8：30～17：30） 

６．介護支援専門員 正規の勤務時間 （8：30～17：30） 

７．医師 月～土曜日のうち毎週 1回 13：00～15：00 

８．管理栄養士 正規の勤務時間 （8：30～17：30） 
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＜配置職員の職種内容＞ 

 職種 内容 

施設長（管理者） 

 

施設の理念に基づき、入居者の満足できる、より健全な施設経営、

職員の人材育成、指導等及び社会に貢献できるよう施設全般管理責

任を持ちます。 

 

介護職員 

 

入居者の日常生活上介護全般について、適切な技術を持って介護を

行います。 

 

生活相談員 

 

入居相談、ご契約者及び家族の日常生活上の相談に応じ、適時生活

支援を行います。 

 

看護職員 

 

 

入居者の健康管理、家族の看護相談及び医療上の看護、並びに機能

訓練、日常生活上の看護・介護の身体面及び精神面の支援も行いま

す。 

 

機能訓練指導員 入居者の機能訓練を担当します。 

看護師も機能訓練を担当します。 

 

介護支援専門員 入居者に関わる地域密着型介護福祉施設サービス計画（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）を

作成します。 

 

医師 

 

入居者に対して健康管理及び医療上の指導を行います。 

 

管理栄養士 入居者の身体の状況に応じ、栄養や嗜好を考慮した献立表により適

切な食事を提供します。 

 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

   当施設が提供するサービスについて、以下のものがあります。 

（１）介護保険で一部が給付、一部が利用者負担となるもの 

（２）全額が利用者負担となるもの 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 3条参照）＊ 

 

<サービスの概要> 

① 栄養管理 

当施設では入居者の個人個人の栄養状態を良好に保つために身体測定を定期的に実施し、

栄養スクリーニング表を用いてアセスメントを行い、リスクに応じ医師・管理栄養士・看

護師・介護士等チームで適切な管理を行います。 

② 清潔 

施設では原則として週２回～３回入浴を行います。入浴できない場合は清拭を行います。

（週２回以上入浴可能、入浴日以外は清拭等） 

入浴されていた方が体調不良等により入浴できない場合は清拭を行います。 

寝たきりでも特殊浴槽（寝台浴等）または他の工夫をして入浴することができます。 
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毎日の清潔を保持するために、洗髪、足浴、爪きり、手浴等を常時行い、常に清潔を保つ

援助を行います。 

低栄養・誤嚥性肺炎の予防のため、口腔ケアを入居者全員に毎日行い、QOL（生活の質）

を高めます。 

③ 排泄 

排泄の自立を促すため、入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

入居者の方の尊厳に配慮して、排便は、全介助であっても、できるだけトイレに座り、し

っかり腹圧をかけて排泄していただけるよう援助をします。 

さらにオムツからポータブル、トイレ誘導と段階を得て援助し、快適な日常生活が送れる

よう配慮します。 

④ 機能訓練 

機能訓練指導員により、入居者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能

の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

また、看護師による効果的トレーニングや自立に向けた生活を支援するための訓練も行い

ます。 

⑤ 健康管理及び看取り介護 

医師や看護職員が、定期的に健康管理・衛生管理等を行います。 

看取り介護については、入居者の生前の意思（ﾘﾋﾞﾝｸﾞｳｲﾙ）及び家族の意思を尊重して、

医師の判断の基に医療的に治療ができなくなった場合は、入居者の尊厳を第一に考え手厚

い看取り介護を行います。（本人及び家族の同意書を得て開始となります） 

⑥ その他自立への支援 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

入浴時のほか、随時着替えの洗濯も行い、清潔で快適な生活が送れるよう適切な整容の援

助をします。 

毎日の生活が楽しいものになるように、入居者のニーズを把握して意欲が喚起されるよう

に精神的自立も支援します。 

入居者の尊厳を第一に考え、身体拘束しない介護に努めます。やむえない状況が生じた場

合は医師に診察を依頼して指示を受け、ご家族に連絡し同意を得てから行います。 

 

＜サービス利用料金＞（契約書第５条参照） 

１単位＝10.14円とし、単位数の総額から９割の保険請求額を差し引いた１割を負担して

いただきます。ただし、一定以上の所得がある方は、単位数の総額から８割又は７割の保

険請求額を差し引いた２割又は３割を負担していただきます。   

また、入居者の被保険者証に支払方法の変更の記載（保険料を滞納しているため、償還払

いになる旨の記載）がある場合は、一旦費用の全額を支払い、居住地の介護保険担当窓口

にて申請のうえ、介護保険適用分（９割又は８割、７割）の払い戻しを受けていただくこ

とになります。 
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尚、社会情勢の変化や介護保険法などの法改正に伴い、保険給付の単位数並びに利用料金

等の改定があった場合、今後は別紙にてその内容を明記し説明のうえで同意を得るものと

します。 

○介護保険施設サービス費/１日 

  要介護１          ６８２単位 

  要介護２          ７５３単位 

  要介護３          ８２８単位 

 要介護４          ９０１単位 

  要介護５          ９７１単位 

   

  ○栄養マネジメント強化加算                      １１単位/１日 

低栄養状態のリスクの高い入居者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成  

した、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週３回以上行い、入居者ごとの栄養状態、嗜好

等を踏まえた食事の調整等を実施。低栄養状態のリスクの低い入居者にも、食事の際に変

化を把握し、問題がある場合は、早期に対応し、入所者ごとに栄養状態等の情報を厚生労

働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合。 

 

○看護体制加算Ⅰ (イ)                        １２単位/１日 

看護体制加算Ⅱ （イ）                       ２３単位/１日 

常勤の看護職員を一定以上の割合で配置し、また看護職員によって２４時間の連絡体制を

確保しています。 

 

○夜勤職員配置加算Ⅱ（イ）                     ４６単位/１日 

夜勤を行う介護職員・看護職員を一定以上配置しています。 

 

○精神科医療養指導加算                         ５単位/１日 

精神科を担当する医師による定期的な療養指導を月 2回以上実施します。 

   

○サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                  ２２単位/１日 

介護福祉士を一定以上の割合で配置しています。 

  

○日常生活継続支援加算Ⅱ                         ４６単位/1日 

重度の要介護状態の方や認知症状の方に対し、入居者の尊厳を保持しつつ日常生活を継続

することが出来るよう支援するために、介護福祉士資格を有する職員を一定以上配置しま

す。 

(サービス提供体制強化加算、または日常生活継続支援加算Ⅱの算定となります) 
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○介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

介護職員等の処遇について、計画に基づき賃金の改善等、適切な措置を講じています。 

１ヶ月のサービス費用の総額（介護保険の給付対象分のみ）に１００分の１４を乗じた金

額を加算致します。 

 

◎その他の加算 

○科学的介護推進体制加算（Ⅱ）                   ５０単位／１月 

入居者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の症状その他の入居者の心身の状

況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じて施設サービス計画を見直す

など、サービスの提供にあたり、上記の情報その他―ビスを適切かつ有効に提供するため

に必要な情報を活用した場合。 

○外泊時費用                            ２４６単位/１日 

入居者が、短期入院又は外泊をされた場合に算定されます。（外泊時費用・契約書第 18条

及び第 21条参照・１ヶ月につき６日を限度とします。） 

○初期加算                              ３０単位/１日 

入居者が、入居した日から起算して 30 日以内の期間について、入院・外泊期間を除き、

施設での生活に慣れるために支援をすることから加算されます。30日を越える病院・診療

所への入院後に再び入所して場合も同様です。 

○療養食加算                             ６単位/１食 

入居者が、医師の発行する食事箋に基づき、食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって

管理されており、年齢、身体の状況によって適切な栄養量及び内容の食事が行われている

場合に加算されます。 

○看取り介護加算Ⅰ 

入居者が、医師の医学的知見に基づき回復の見込みが無いと診断され、その旨を家族等に

説明し、その後の療養及び介護に関する方針について合意を得た場合において契約者等と

医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員等が協働して、随時契約者等に

十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、その人らしい最期を迎えられ

るよう看取り介護を行った場合に加算します。 

死亡日以前３１日以上、４５日以下               ７２単位/１日 

死亡日以前４日以上、３０日以下               １４４単位/１日 

死亡日の前日及び前々日                   ６８０単位/１日 

死亡日当日                        １２８０単位/１日 

○看取り介護加算Ⅱ 

看取り介護加算Ⅰの算定要件を満たし、さらに配置医師緊急時対応加算の施設基準に

該当している場合に加算します。 

死亡日以前３１日以上、４５日以下               ７２単位/１日 

死亡日以前４日以上、３０日以下               １４４単位/１日 

死亡日の前日及び前々日                   ７８０単位/１日 
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死亡日当日                        １５８０単位/１日 

 〇褥瘡マネジメント加算Ⅰ                       ３単位/１月 

入居者ごとに施設入所時に褥瘡の有無を確認するとともに褥瘡の発生と関連のあるリス

クについて、施設入所時に評価し、その後少なくとも３月に１回評価を行い、その評価結

果を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切か

つ有効な実施のために必要な活用をしていて、確認の結果、褥瘡が認められ、又は評価の

結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入居者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、

介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画

を作成した場合。 

〇褥瘡マネジメント加算Ⅱ                      １３単位/１月 

褥瘡マネジメント加算Ⅰの算定要件を満たしている施設等において、施設入居時等の評価

の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生

するリスクがあるとされた入居者について、褥瘡の発生がない場合。 

 〇配置医師緊急時対応加算   配置医師の通常の勤務時間外の場合  ３２５単位/１回 

                 （早朝・夜間及び深夜を除く） 

                       早朝・夜間の場合   ６５０単位/１回 

                          深夜の場合  １３００単位/１回 

配置医師が、通常の勤務時間外、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入居者の診療を行っ

た場合、加算されます。 

 ○ＡＤＬ維持等加算Ⅰ                        ３０単位/１月 

入居者等、当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者の総数が１０人以上であって、

入居者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して６月目において、Ｂａｒｔ

ｈｅｌＩｎｄａｘを適切に評価できる者がＡＤＬ値を測定し、測定した日が属する月ごと

に厚生労働省に提出します。利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ

値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値について、利用者等から調整ＡＤＬ利

得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者

等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が１以上であること。 

○ＡＤＬ維持等加算Ⅱ                        ６０単位/１月 

ＡＤＬ維持等加算Ⅰの算定要件を満たし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得値を平均

して得た値が３以上であること。 

 ○排せつ支援加算Ⅰ                         １０単位/１月 

排せつに介護を要する入居者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師

と連携した看護師が施設入居時等に評価するとともに、少なくとも３月に１回、評価を行

い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用して

いる場合。 

評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、

医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それ

に基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施している場合。 
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評価に基づき、少なくとも３月に１回、入居者ごとに支援計画を見直している場合。 

○排せつ支援加算Ⅱ                         １５単位/１月 

排せつ支援加算Ⅰの算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことによ

り、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の

状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又はおむつ使用があ

りから使用なしに改善している、又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置さ

れていた者について、尿道カテーテルが抜去された場合。 

○排せつ支援加算Ⅲ                         ２０単位/１月 

排せつ支援加算Ⅰの算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことによ

り、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の

状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又は施設入所時・利

用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去され、か

つ、おむつ使用ありから使用なしに改善している場合。 

 ○口腔衛生管理加算Ⅰ                        ９０単位/１月 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該

入居者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導、当該入

居者の口腔に関する介護職員から相談等に必要に応じて対応した場合。 

  ○口腔衛生管理加算Ⅱ                       １１０単位/１月 

口腔衛生関加算Ⅰの要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働

省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。 

○安全対策体制加算                     ２０単位/入居時に１回 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対

策を実施する体制を整備した場合。 

○協力医療機関連携加算          １００単位/１月（令和７年３月３１日まで） 

                      ５０単位/１月（令和７年４月１日以降） 

  協力医療機関との間で、入居者等の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に

開催している場合。 

・入所者等の病状が急変した場合において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を

常時確保していること。 

・診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

・入所者等との病状が急変した場合において、入院を要すると認められた入所者等の入

院を原則として受け入れる体制を確保していること。  

  上記以外の協力医療機関と連携している場合              ５単位/１月 

○退所時情報提供加算                       ２５０単位/１回 

医療機関へ対処する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、

当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合。 

○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）               １０単位/１月 
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高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）                ５単位/１月 

施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で

感染者の療養を行うことや他の入所者等への感染拡大を防止するための対策を講じてい

る場合。 

○新興感染症等施設療養費                     ２４０単位/１日 

入所者等が厚生労働省の定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行

う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行

った場合。 

○認知症チームケア推進加算（Ⅰ）                 １５０単位/１月 

 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）                 １２０単位/１月 

認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応

するための平時から取り組みを行っている場合。 

○退所時栄養情報連携加算                      ７０単位/１回 

管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供した

場合。 

○生産性向上推進体制加算（Ⅰ）                  １００単位/１月 

 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）                   １０単位/１月 

介護ロボットや ICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援する

ため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジー

を１つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うと

ともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行っている場

合。 

 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、入所者の負担額を変

更します。 

保険給付の自己負担額の算出方法（１単位＝10.14 円） 

※介護職員処遇改善加算等の自己負担額（令和 6 年 4 月及び 5 月） 

利用サービス単位数合計×83/1000＝Ａ                ※1 単位未満端数は四捨五入 

利用サービス単位数合計×27/1000＝Ｂ                ※1 単位未満端数は四捨五入 

利用サービス単位数合計×16/1000＝Ｃ                ※1 単位未満端数は四捨五入 

 

【介護報酬総額】 

(利用サービス単位数合計+A+B+C)×10.14＝D（利用サービス費用総額） 

※1 円未満端数は切り捨て 

D×0.9（または 0.8、0.7）＝E（保険請求額）                     ※1 円未満端数は切り捨て 

D－E＝F （利用サービス費用自己負担額）                     
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※介護職員等処遇改善加算等の自己負担額（令和 6 年 6 月以降） 

利用サービス単位数合計×14/100＝Ａ       ※１単位未満端数は四捨五入 

 介護報酬総額 

（利用サービス単位数合計＋Ａ）×10.14＝Ｂ（利用サービス費用総額）  

※１円未満端数は切り捨て 

Ｂ×0.9（または 0.8、0.7）＝Ｃ（保険請求額）     ※１円未満端数は切り捨て 

Ｂ－Ｃ＝Ｅ（利用サービス費用自己負担額） 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 4条、第 5条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が入居者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

① 居住費 

ユニットの提供を行うことに伴い必要となる「居住費」の自己負担額及び追加負担額

が入居者の負担となります。ただし、所得に応じて上限が設定されます。 

利用者負担段階 居住費 

第２段階 880円 

第３段階① 1,370円 

第３段階② 1,370円 

第４段階 2,396円（追加負担額 330円含） 

 

入院された場合は居住費の補足給付がされない為、１日当り下記の居住費をご負担 

   願います。 

利用者負担段階 入院された場合の１日当りの居住費負担額 

第２段階 2,066円 

第３段階① 2,066円 

第３段階② 2,066円 

第４段階 2,396円 

 

② 食事代 

当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入居者の身体の状況に応じ

た（糖尿病食、肝臓食、心臓食、貧血食等）の特別治療食および嗜好を考慮した食事を提

供します。入居者の食事の種類については、嚥下機能と本人の希望で、主食は米飯、粥、

ミキサーにかけたもの、パン、麺類等を用意します。副食については、入居者の嗜好に合

った、刻んだもの・細刻み・一口大・ミキサーにかけたもの・流動食やお握り、雑炊等お

体の状態に合わせ用意します。 

入居者の自立支援のため離床して食堂にて食事を摂取していただくことを原則として

います。しかし、病気の時や体調が悪い場合はお部屋に食事を運び介護士または看護師が

介助を致します。 
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尚、入居者の方が美味しく、楽しんで食事を摂取していただくために温冷式の特殊な配

膳車で適時適温での食事を提供します。（基準給食で認可されたものです。） 

食事時間は以下の通りですが、入居者の状況に応じて時間は考慮します。 

朝食：7:30～8:30  昼食：12:00～13:00  夕食：18:00～19:00 

食事代（１日 1,850円）の内訳： 朝 400円、昼 710円、おやつ 160円、夜 580円ただ

し、所得に応じて上限が設定されます。 

利用者負担段階 食 費 

第２段階 390円 

第３段階① 650円 

第３段階② 1,360円 

第４段階 1,850円 

※食費・おやつ以外で入所者の嗜好により提供したものについては、実費をお支払い 

ただきます。 

 

○ 入居者に付添いをされるご家族等が、食事を希望される場合は 朝 400 円、昼 710 円、

夜 580円で提供致します。 

 ③ 文書料（領収証明書）1通につき 550円 

お支払いいただいた後に領収書を発行しますが、領収書の再発行はしませんので、大切

に保管をお願いします。なお、利用料を領収したことを証明する書類として領収書明細は

医療費控除の申請に使用できます。 

 ④ キャンセル料 

外出（外泊）に伴う欠食の場合及び入居のキャンセル及び変更の場合は、準備の都合上

利用予定日の前日の 17 時までに連絡をお願い致します。上記の時間までに連絡がない場

合はキャンセル料として食費相当額をお支払いいただきます。なお、介護保険負担限度額

認定証は対象外となりますのでご了承ください。 

⑤ 契約書第 19条に定める所定の料金 

入居者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室

が明け渡された日までの期間に係る料金 (１日あたり) 

入居者の要介護度 要介護度１～５ 

料金  一律 2,396円（追加負担額 330円含） 

 

＜日常生活上必要となる諸費用実費＞ 

一般的に日常生活に最低限必要と考えられる物品で入居者の希望したもの、又は医療処置材

料で入居者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を、実費にて負担いただきま

す。 

※おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

※ケア用品・処置物品等につきましては、出来るだけ普段ご自宅にてお使いのものをご持
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参ください。適切に対応・処置をさせて頂きます。不足分が生じた場合には、ご家族に

承諾を頂いた上、上記金額または実費にて対応させて頂くことがございます。 

［理髪・美容サービス］ 

月に１回、理容師・美容師の出張による理髪サービス・美容サービス（調髪、洗髪等）をご

利用いただけます。料金については、別紙料金表をご覧ください。 

［レクリエーション、クラブ活動］ 

入居者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 喫茶利用 １００円/１回 他 

i) 主なレクリエーション行事予定 

 行事とその内容（例） 

１月 お正月（おせち料理をいただき、新年をお祝いします。） 

2月 節分（施設内で豆まきを行います。） 

3月 ひなまつり（おひなさま飾りをつくり、飾り付けを行います。） 

4月 お花見（施設外で桜見物を行います。） 

5月 端午の節句（こいのぼり飾りを作り、飾り付けを行います。） 

6月 遠足（菖蒲やあじさい等を見に、遠足に出かけます。） 

7月 七夕まつり（七夕飾りを作り、飾り付けを行います。） 

8月 納涼祭（屋外で花火を楽しみます。） 

9月 長寿を祝う会（皆さんで長寿を祝います。） 

10月 運動会（何組かに分かれて対抗競技を行います。） 

11月 文化祭（日頃、皆さんで作った作品を展示します。） 

12月 クリスマス会（クリスマス飾りをつくり、飾り付けを行います。） 

餅つき 

 ii)クラブ活動 

書道、茶道、華道、カラオケ、手芸（絵手紙、押し花リリーフ、貼り絵等）（材料代等は

実費をいただきます。）入居者の趣味に応じてクラブ活動に参加して生きがいを見出してい

ただく内容を援助します。また、ボランティアの方の協力を得て、活性化でき楽しんでい

ただけるクラブ活動を企画します。 

［私物の洗濯代］ 

入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代は、実

費をご負担いただきます。 

［健康管理費］ 

インフルエンザ予防接種にかかる費用等は、実費をご負担いただきます。 

［ご家族への寝具貸出料］ 

 ご家族が、居室にお泊りになる場合に必要な寝具等は、下記をご負担いただきます。 

  貸出寝具（一式）各１つずつ 

   ベッドパッド、枕、布団、シーツ、枕カバー、布団カバー 

寝具貸出・洗濯料           1回２，０００円 

［死後の処置］ 

死後の処置にかかる費用等は、下記をご負担いただきます。 
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 死後の処置費     ７，５００円 

寝巻き            実費 

死後の処置セット     ７００円 

［複写物の交付］ 

入居者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする

場合には実費をご負担いただきます。（１枚につき１０円） 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 5条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日ま

でに以下の方法でお支払いください。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、

利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

ご利用できる金融機関：集金代行が定めるサービス提携金融機関  

 

イ．振込の場合 

振込先金融機関   ：豊川信用金庫 国府支店 

 

（４）入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、入居者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治

療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するも

のではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありませ

ん。） 

①協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人信愛会 大石医院（嘱託医） 

所在地 愛知県豊川市国府町流霞 103番地 

医療機関の名称 おいまつクリニック（精神科嘱託医） 

所在地 愛知県豊橋市老松町 193番 1 

その他協力医師又は医療機関 

診療科目 病院名又は医師名／住所 

内科・胃腸内科・小

児科・神経内科・循

環器内科 

医療法人橘井会 タチバナ病院 

豊川市諏訪 3丁目 61番地 

②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 あんとうデンタルクリニック 

所在地 豊川市下野川町 1-27番地 
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６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事

由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当

するに至った場合には、当施設との契約は終了し、入居者に退所していただくことになりま

す。（契約書第 13 条参照） 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ 入居者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください。） 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照ください。） 

（１）入居者からの退居の申出（中途解約・契約解除）（契約書第 14 条、第 15 条参照） 

 契約の有効期間であっても、入居者から当施設からの退居を申出ることができます。その

場合には、退居を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 入居者が入院された場合 

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める地域密着型介

護福祉施設サービスを実施しない場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事

情が認められる場合 

⑥ 他の入居者が入居者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける 

  恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除）（契約書第 16条参照）以

下の事項に該当する場合には、当施設からの退居していただくことがあります。 

① 入居者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合 

② 入居者による、サービス利用料金の支払いが 4 か月以上遅延し、相当期間を定

めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ 入居者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の

入居者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこ

となどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ 入居者が連続して 3 か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合

もしくは入院した場合 

⑤ 入居者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院

した場合 
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◎ 入居者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第 18条参照） 

当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜入院期間中の利用料金＞ 

  上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部と居住費自己

負担分をご負担いただくものです。 

（３）円滑な退居のための援助（契約書第 17条参照） 

   入居者が当施設を退居する場合には、入居者の希望により、事業者は入居者の心身の状

況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助を入居者に対し

て速やかに行います。 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

※入居者が退居後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかかる費用として 467円 

（介護保険から給付される費用の一部）をご負担いただきます。 

 

７．残置物引取人（契約書第 20条参照） 

入居契約が終了した後、当施設に残された入居者の所持品(残置物)を入居者自身が引取れな

い場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。（契約書第 22 条参照） 

当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引取っていただきます。 

引渡しにかかる費用については、入居者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

※入居契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締結することは

可能です。 

 

８．事業所は地域密着型介護福祉施設サービスの提供にあたり、その提供状況について定期的

に報告し、内容等についての評価、要望、助言を受けるため下記のとおり運営推進会議を設

1 ヵ月につき 6 日以内（連続して７泊、翌月にまたがる場合は 12 泊）の短期入院

の場合は、退院後再び施設に入居することができます。但し、入院期間中であっ

ても、所定の利用料金をご負担いただきます。 

上記短期入院の期間を超える入院については、3 ヶ月以内に退院された場合には、

退院後再び施設に入居することができます。 

②上記期間を超える入院の場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。こ

の場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。 

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

①検査入院等、短期入院の場合 
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置しています。 

【運営推進会議】 

 構成：入居者、入居者家族、地域住民の代表者、地域密着型介護福祉施設サービスの

知見者、施設職員、地域包括支援センター職員 

 開催：隔月に１回 

 任期：1年 

 

９．非常災害対策 

  非常時の備え   自衛消防の活動、緊急連絡網の徹底、地元自治会及び消防団との連携、

消防署への協力 

  消防訓練     年２回、通報訓練・初期消火訓練・避難訓練の実施 

  消防設備     消火器、自動火災報知機、スプリンクラー 

 

１０．苦情の受付について（契約書第 22条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情解決責任者   施設長   中村泰治 

 苦情受付担当者   生活相談員 倉橋伸江 

           介護支援専門員 古川民子 

  ○ 受付時間   毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

東三河広域連合 

介護保険課 

所在地 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目 16 

電話番号 0532-26-8471 FAX 0532-26-8475  

受付時間 8:30 ～ 17:15 

豊川市 

健康福祉部介護高齢課 

所在地 〒442-8601 豊川市諏訪 1丁目 1番地 

電話番号 0533-89-2173 FAX 0533-89-2137 

受付時間 8:30 ～ 17:15 

愛知県 

国民健康保険団体連合会 

所在地〒461-0001 名古屋市東区泉 1丁目 6番 5号 

電話番号・FAX 052-971-4165 

受付時間 8:30 ～ 17:15 

第三者委員 石黒 貴也 電話番号 090-3306-2391 

第三者委員  林  博宣 電話番号 0533-89-7007 

 

１１．事故発生時の対応等 

事業者は、事故が発生した場合は、東三河広域連合、入居者の家族に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。 

 

１２．虐待の防止のための措置に関する事項 

（１） 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため次の各号に掲げる措置を講じるもの

とします。 
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① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を

活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結

果について、職員に周知徹底を図ります。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年 2 回以上）

実施します。 

（２）前項各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くものとします。 

 

１３. 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

第三者による評価

の実施状況 

１ あり 実施日(直近年月日)  

実施評価機関名称  

評価結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．サービス提供における事業者の義務（契約書第 8条、第 9条参照） 

当施設は、入居者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①入居者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②入居者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の

うえ、入居者から聴取、確認します。 

③入居者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認

定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④入居者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するとともに、

入居者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、入居者又は他の入居者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得

ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場

合があります。（やむを得ず身体拘束する場合は医師がｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ・ｺﾝｾﾝﾄして、

文書にて同意を得た上で行います） 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り

得た入居者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しませ

ん。（守秘義務） 

 ただし、入居者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に入居者 

  の心身等の情報を提供します。 

  また、入居者の円滑な退居のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、 

  入居者の同意を得ます。 

 

２．施設利用の留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入居されている入居者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１）気分が悪くなったときは、すみやかに職員へお申し出ください。 
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（２）持ち込みの制限 

＊入居にあたり、危険な物、不潔な物、火気を扱う物は原則として持ち込むことができ

ません。職員にご相談願います。 

持込み可能な物：整理ダンス、机、テレビ、ラジオ、着替え、歯ブラシ等 

尚、入浴／洗顔用のバスタオル・タオルを数枚ずつと、洗濯物を入れ

る袋は必ずご用意願います。 

また、持ち物には必ずお名前をご記入ください。 

（３）面会時間： 9：00～18：00 

※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

※なお、来訪される場合、入居者の貴重品の持ち込みはご遠慮ください。 

（４）外出・外泊（契約書第 21条参照） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出ください。費用については８ページ外泊時

費用をご参照ください。 

（５）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。前日の 17 時までに申し出があっ

た場合には、重要事項説明書 ５（２）に定める食事代は免除されます。 

（６）施設・設備の使用上の注意（契約書第 9条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用し、他の入居者に対して迷惑

にならないようご利用ください。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊した

り、汚したりした場合には、入居者に自己負担により原状に復していただくか、又は

相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる

場合には、入居者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。

但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○入所生活の規則を守り、他の入居者の迷惑にならないようお願いいたします。当施設

の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行

うことはできません。 

（７）喫煙：敷地内はすべて禁煙です。 

 

３．損害賠償について（契約書第 10条、第 11条参照） 

当施設において、事業者の責任により入居者に生じた損害については、事業者は速やかにそ

の損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 ただし、その損害の発

生について、入居者に故意又は過失が認められる場合には、入居者の置かれた心身の状況を斟

酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 
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特別養護老人ホーム みかんの樹 

重要事項説明書同意書 

 

 

 当事業所は、令和７年７月１日現在の重要事項説明書に基づいて、指定地域密着型介護老人

福祉施設サービスの内容及び重要事項を説明致しました。 

 

 令和    年    月    日 

 

 事業所  住所   愛知県豊川市森 4丁目 86番地１ 

 

           事業所名  社会福祉法人明世会 地域密着型特別養護老人ホーム みかんの樹 

 

           代表者氏名 理事長  大石 明宣                      

 

説明者氏名                                     

 

 

 

私は、令和７年７月１日現在の重要事項説明書に基づいて事業所から指定地域密着型介護老

人福祉施設サービスの内容及び重要事項の説明を受けました。 

 

  令和   年    月   日 

 

（入居者）氏名                          

 

            署名代行者                       

 

（続柄：     ） 

 

（家 族）氏名                          

        代理人 

                             （続柄：     ） 


